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明石市水道条例施行規程 

明石市水道条例施行規程（昭和43年企業管理規程第８号）の全部を次のように改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規程は、明石市水道条例（昭和40年条例第14号。以下「条例」という。）の施行に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（布設工事監督者の資格） 

第１条の２ 条例第４条の２第２項に規定する規程で定める水道の布設工事の施行に関する技術上の

監督業務を行う者の資格は、水道法施行令（昭和32年政令第336号。以下「令」という。）第５条第

１項各号に規定する資格とする。 

（水道技術管理者の資格基準） 

第１条の３ 条例第４条の３に規定する規程で定める水道技術管理者の資格は、令第７条第１項各号

に規定する資格とする。 

（私設消火栓設置の申請） 



第２条 条例第４条第３項に規定する給水装置を設置しようとする者は、私設消火栓設置申請書（様

式第１号）により公営企業管理者（以下「管理者」という。）に申請し、その許可を受けなければ

ならない。 

（工事の申込み） 

第３条 条例第５条に規定する工事をしようとする者は、給水装置工事申込書（様式第２号）を管理

者に提出しなければならない。 

（承認の取消） 

第４条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第５条に規定する工事の承認を取り

消すものとする。 

(１) 日時を指定して改造、補修又は一部の撤去を命じたにもかかわらず、これを施行しないとき。 

(２) 当該工事が不適当又は他に障害を及ぼすおそれのあると認められるとき。 

２ 前項各号の規定により工事の承認が取り消された場合、工事関係者に損害を生じても、管理者は

その責任を負わない。 

（工事費の算出方法） 

第４条の２ 条例第７条第３項に規定する工事費の算出については、次の各号のとおりとし、その合

計額に消費税相当額（消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により消費税を課される額に同法に

規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地

方消費税の税率を乗じて得た額の合計額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）をいう。以下同じ。）を加えた額を工事費とする。 

(１) 材料費 管理者が別に定める材料単価表により算出する。 

(２) 運搬費 特別に費用を要する場合には、その実額とする。 

(３) 労力費 管理者が別に定める労力単価表により算出する。 

(４) 路面復旧費 管理者が別に定める路面復旧単価表により算出する。 

(５) 工事監督費 材料費、運搬費及び労力費の合計額に管理者が別に定める率を乗じて得た額の

範囲内とする。 

(６) 間接経費 前各号の合計額に管理者が別に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。 

(７) 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実額とする。 

（工事費等の分納） 

第５条 条例第９条第１項の規定による工事費又は条例第40条第１項の規定による分担金（以下「工

事費等」という。）の分納をしようとする者は、給水装置工事費等分納申請書（様式第３号）に保

証人（市内に居住し、独立の生活を営む者をいう。）連記の上、管理者に届け出て、その承認を受

けなければならない。 

２ 工事費等を分納することができる者とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、給水装置

口径が25ミリメートル以下の新設又は補修工事の申込者のみとする。 

(１) 非常災害等により被害を受けた者 

(２) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による生活扶助を受けている者 

(３) その他管理者が経済的に生活が困窮していると特に認めた者 

（給水契約の申込み） 

第６条 条例第13条の規定により給水契約の申込みをしようとする者は、給水契約申込書（様式第４

号）又は工事用給水契約申込書（様式第４号の２）により、管理者に届け出なければならない。 

２ 前項の給水契約の申込みは、電話又はインターネットを利用する方法により行うことができる。 

（代理人及び管理人の選任） 

第７条 条例第14条及び第15条の規定による代理人及び管理人の選任又は変更については、代理人（管

理人）選任（変更）届（様式第５号）により管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。 

２ 前項の届出は、電話による方法で行うことができる。 

（給水の中止等の届出） 

第８条 条例第18条第１項第１号に該当する場合は、給水中止届出書（様式第６号）又は電話若しく

はインターネットを利用する方法により、管理者に届け出なければならない。 

２ 条例第18条第２項第１号のうち使用者等の氏名又は住所に変更があったときは、名義変更届出書

（様式第６号の２）又は電話による方法により、管理者に届け出なければならない。 

（給水装置及び水質の検査） 



第９条 条例第21条第２項の規定により給水装置及び水質の検査を請求しようとするときは、給水装

置・水質検査請求書（様式第７号）により、管理者に請求しなければならない。 

２ 給水装置及び水質の検査に立会いを申し出たときは、立ち会うことができる。ただし、検査の実

施時に立ち会わないときは、その結果について異議の申立てはできないものとする。 

（私設消火栓の使用） 

第10条 条例第22条第２項の規定により私設消火栓を消火に使用した場合又は消防演習用に使用する

場合は、火災使用届（様式第８号）又は消火栓使用申請書（演習用）（様式第９号）に消防署長の

事実を証する書類を添付して管理者に届け出なければならない。 

２ 私設消火栓は、管理者が封印する。 

３ 条例第22条第１項のただし書の規定により私設消火栓を消火又は消防演習用以外の目的に使用し

ようとする場合は、管理者に届け出てその立会いを受けなければならない。 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査） 

第10条の２ 条例第22条の３第２項の規定により、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が行う管

理及びその管理の状況に関する検査については、次に定めるところによるものとする。 

(１) 水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）第55条に規定する管理基準に準じて管理するこ

と。 

(２) 前号の管理に関し、１年以内ごとに１回、定期に水道法（昭和32年法律第177号）第34条の２

第２項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の臭気、味、色、色度、

濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。 

（用途別の認定基準） 

第11条 条例第23条第５項に規定する用途別の認定基準は、次の各号に掲げるところにより管理者が

認定する。 

(１) 一般用 湯屋用、工事用及び特別用以外の用途に供するもの 

(２) 湯屋用 公衆浴場法（昭和23年法律第139号）による許可を受けた公衆浴場のうち、明石市公

衆浴場法施行条例（平成29年明石市条例第51号）第２条第１項第１号に規定する一般公衆浴場の

用に供するもの 

（工事用等の水道料金） 

第12条 条例第23条第７項に規定する水道用水を使用した場合の水道料金（以下「工事用等水道料金」

という。）は、次の各号により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。 

(１) 工事用 土木、建築、その他工作物の建設、改造、破壊等の工事現場に一時的に使用するも

の 

メーターの口径 
基本料金（１戸〔箇所〕１

箇月につき） 

従量料金（使用水量１立方

メートルにつき） 
備考 

25ミリメートル以下 870円 660円 工事用料金は、

基本料金と従量

料金の合計額と

する。 

40ミリメートル 4,070円  

50ミリメートル 8,550円  

75ミリメートル 15,870円  

100ミリメートル 24,930円  

150ミリメートル 52,940円   

(２) 特別用 管理者が特別用と認定したもの 

特別用料金は、使用水量１立方メートルにつき291円とする。 

（使用水量の決定） 

第13条 条例第24条第２項の使用水量算定上の月の解釈は、次の各号に定める基準による。 

(１) 毎月検針のものの１箇月、２箇月検針のものの２箇月とは、前回検針の日から次の検針の日

までをいう。 

(２) ２箇月検針のものの１箇月とは、前回検針の日から次の検針の日までを２箇月とし、これを

二分したものをいう。 

２ 条例第24条第３項の毎月又は定例日を変更して検針できる場合は、使用水量の変動が激しいとき、

検針区域の変更又は官公署、学校、会社等で特に必要と管理者が認めた場合に限る。 

（工事用等水道料金の算定） 



第14条 工事用等水道料金は、条例24条の規定により決定し、又は認定した使用水量に基づき、第12

条各号の区分に従って管理者が算定する。 

２ 水道用水を使用しなかったため、メーターが使用水量を示さない場合でも、条例第18条第１項第

１号による中止又は廃止の届出がなく、かつ管理者が条例第34条に定める給水の廃止をしていない

限り、基本料金は徴収する。 

（一時使用の料金の前納） 

第15条 条例第27条第１項に規定する概算額は、次の表のとおりとする。 

メーターの口径 
鉄筋コンクリート造建築物及びこ

れに類する築造物 

鉄筋コンクリート以外の建築物 

25ミリメートル以下 120,000円 30,000円 

40ミリメートル 200,000円 

50ミリメートル 370,000円 

75ミリメートル以上 1,000,000円 

使用目的の変更及び増径にかかる前納金は、変更前と変更後の差額とする。 

２ 第６条の規定により工事用給水契約申込書により給水契約の申込みをしようとする者のうち、当

該工事用給水契約申込書において、工事用水道料金等支払者が届出者又は工事用水道使用者のいず

れかに該当する場合で、工事用水道料金等を口座振替の方法により支払うことを申し出た者につい

ては、条例第27条第１項ただし書の規定により前項に規定する前納金を免除することができる。 

（料金等の徴収方法） 

第16条 条例第７条第２項に規定する管理者が施行する工事の費用、条例第19条第３項の修繕工事等

の費用、条例第23条第１項に規定する水道料金、条例第27条第１項に規定する前納金、条例第30条

第１項に規定する手数料、条例第39条第１項に規定する工事負担金、条例第40条第１項に規定する

分担金及びその他の費用（以下「料金等」という。）の徴収方法は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

(１) 集金制 職員又は料金等の徴収業務の一部を委託された法人若しくは私人が料金等を納入義

務者から徴収するもの 

(２) 納付制 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びに料金等の収納事務を委託された法人

又は私人に納入義務者が直接料金等を払い込むもの 

(３) 口座振替制 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者が、

当該金融機関に請求して口座振替の方法により納入するもの 

(４) クレジット制 納入義務者が、地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２第６項に規定

する指定代理納付者（以下「指定代理納付者」という。）に代理納付させることを申し出て、指

定代理納付者が納入するもの 

（証明手数料） 

第17条 給水証明その他証明の手数料については、明石市手数料徴収条例（平成12年条例第１号）の

例によるものとする。 

（立入検査証） 

第18条 条例第32条に規定する立入検査をする場合は、明石市職員記章、明石市職員証及び身分証明

書規程（昭和35年訓令第12号）に規定する職員証を常時携帯するものとする。 

（標識） 

第19条 給水を受ける家屋の門戸には、標識を掲げるものとする。 

（貯水槽以下の料金の徴収） 

第20条 貯水槽以下の装置を設ける者は、その装置を設けることにより、料金計算に異動を生じ又は

生ずる場合は、条例及びこの規程による届出に準じて届出を行い、管理者の許可を受けなければな

らない。 

２ 貯水槽以下のメーターの検針及びこれにともなう料金の算定は、別に定める。 

（停水処分の方法） 

第21条 条例第31条及び第33条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、仕切弁の閉

鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。 

（分担金） 



第22条 条例第40条第２項ただし書による分担金の還付は、給水装置の新設及び増径工事を申し込み、

竣工時までに、当該工事を取り消し又は口径の減径若しくは私設消火栓設置に変更した場合に限る。 

２ 貯水槽を設ける共同住宅及び住宅団地の分担金については、貯水槽以下のメーターの区分により

計算した額の合計額とする。 

（料金の減免） 

第23条 管理者は、次の表の区分の欄に掲げる事項のいずれかに該当する者は、条例第41条の規定に

より同表の対象となる料金の範囲の欄の料金について同表の減免の額の欄に定める額を減免するこ

とができる。 

区分 
対象となる料金

の範囲 
減免の額 

１ ひとり暮らしの高齢者で次に掲げる全ての要件を満たして

いる者 

当該減額が決定

された日以後最

初に行われる検

針に係る料金か

ら当該減額の廃

止が決定された

日以後最初に行

われる検針に係

る料金まで 

基本料金に消費

税相当額を加え

た額の２分の１

に相当する額

（１円未満の端

数が生じるとき

はこれを切り上

げる。） 

ア 減額を受けようとする年度の４月１日の前日までに65歳

に達する者 

イ 市内に住所を有し、かつ住民基本台帳法（昭和42年法律

第81号）の規定により本市に記録されている者 

ウ 減額を受けようとする年度の４月１日が属する年の前年

の所得が国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法

律第34号）による改正前の国民年金法に規定する老齢福祉

年金の支給停止に係る所得制限額未満の者 

エ 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による被保護

者でない者 

オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）に規定する

支援給付を受けていない者 

２ その他特に管理者が必要と認める場合 管理者が決定す

る料金 

管理者が決定す

る額 

２ 前項の規定によつて減免を受けようとする者は、所定の申請書を管理者に提出しなければならな

い。 

３ 第１項の規定によつて減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を

管理者に申し出なければならない。 

４ 前３項に定める減免の手続等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

（補則） 

第24条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。 

附 則 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

２ この規程施行前に、改正前の規程により行われた届出、請求、許可等の行為及び印刷された申請

書等の様式は、この規程により行つたものとみなす。 

附 則（昭和50年10月15日企管規程第18号） 

１ この規程は、昭和50年11月１日から施行する。 

２ この規程施行の日以後、最初に計量し徴収する料金の算定の基礎となるべき水量は、各日均等に

使用されたものとみなす。 

附 則（昭和51年５月13日企管規程第７号） 

この規程は、昭和51年６月１日から施行する。 

附 則（昭和52年３月10日企管規程第２号） 

この規程は、昭和52年４月１日から施行する。 

附 則（昭和53年４月１日水管規程第15号） 

この規程は、制定の日から施行する。 

附 則（昭和53年５月25日水管規程第18号） 

この規程は、昭和53年６月15日から施行する。 



附 則（昭和54年３月29日水管規程第５号） 

この規程は、昭和54年４月１日から施行する。 

附 則（昭和56年10月27日水管規程第３号） 

１ この規程は、昭和57年１月１日から施行する。 

２ この規程施行の日以後、最初に計量し徴収する料金の算定の基礎となるべき水量は、各日均等に

使用されたものとみなす。 

附 則（昭和60年６月１日水管規程第５号） 

（施行期日） 

この規程は、昭和60年７月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月30日水管規程第４号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２年７月１日から施行する。ただし、第15条及び様式第２号の改正規定は、平

成２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の明石市水道条例施行規程第12条の規定は、平成２年７月１日（以下「適

用日」という。）以後の使用に係る水道料金について適用し、適用日前の使用に係る水道料金につ

いては、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、水道料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が適用日前か

ら適用日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る水道料金は、各日の使用水量を均

等とみなし、日割で算定する。 

附 則（平成２年６月１日水管規程第９号） 

（施行期日） 

この規程は、平成２年７月１日から施行する。 

附 則（平成２年９月28日水管規程第10号） 

（施行期日） 

この規程は、平成２年10月１日から施行する。 

附 則（平成４年５月19日水管規程第６号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成４年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の明石市水道条例施行規程第12条の規定は、この規程の施行の日（以下「施

行日」という。）以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金につ

いては、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、水道料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前か

ら施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る水道料金は、各日の使用水量を均

等とみなし、日割で算定する。 

附 則（平成９年１月22日水管規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の明石市水道条例施行規程第12条の規定は、この規程の施行の日（以下「施

行日」という。）以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金につ

いては、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、水道料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前か

ら施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る水道料金は、各日の使用水量を均

等とみなし、日割りで計算する。 

附 則（平成９年３月28日水管規程第４号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成９年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の明石市水道条例施行規程第12条の規定は、この規程の施行の日（以下「施



行日」という。）以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金につ

いては、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、水道料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前か

ら施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る水道料金は、各日の使用水量を均

等とみなし、日割りで計算する。 

附 則（平成10年３月27日水管規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成10年４月１日から施行する。 

（給水装置の工事費の算出に関する規程の廃止） 

２ 給水装置の工事費の算出に関する規程（昭和41年企業管理規程第10号。以下「旧規程」という。）

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規程の施行前に、この規程による改正前の明石市水道条例施行規程により行われた許可及び

申込みは、この規程による改正後の明石市水道条例施行規程により行われたものとみなす。 

４ この規程の施行前に、旧規程により行われた工事の申込みについては、なお従前の例による。 

附 則（平成12年３月30日水管規程第５号） 

この規程は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年６月18日水管規程第７号） 

この規程は、制定の日から施行する。 

附 則（平成14年３月27日企管規程第７号） 

この規程は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年１月31日水管規程第１号） 

この規程は、平成15年２月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月７日水管規程第２号） 

この規程は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年５月１日水管規程第７号） 

この規程は、制定の日から施行する。 

附 則（平成16年３月29日水管規程第２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成16年４月１日から施行する。 

（暫定料金） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）から平成17年３月31日までの間の使用に係る工

事用及び特別用の水道料金については、この規程による改正後の明石市水道条例施行規程（以下「改

正後の規程」という。）第12条第１号及び第２号の規定にかかわらず、次の各号に規定する水道料

金（以下「暫定料金」という。）とする。 

(１) 工事用 土木、建築、その他工作物の建設、改造、破壊等の工事現場に一時的に使用するも

の 

メーターの口径 
基本料金（１戸〔箇所〕１

箇月につき） 

従量料金（使用水量１立方

メートルにつき） 
備考 

25ミリメートル以下 805円 605円 工事用料金は、

基本料金と従量

料金の合計額と

する。 

40ミリメートル 3,765円  

50ミリメートル 7,910円  

75ミリメートル 14,685円  

100ミリメートル 23,065円  

150ミリメートル 48,970円   

(２) 特別用 管理者が特別用と認定したもの 

特別用料金は、使用水量１立方メートルにつき275円とする。 

（経過措置） 

３ 前項の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料

金については、なお従前の例による。 



４ 改正後の規程第12条第１号及び第２号の規定は、平成17年４月１日以後の使用に係る水道料金に

ついて適用し、施行日から平成17年３月31日までの使用に係る水道料金については、暫定料金とす

る。 

５ 施行日前の直近におけるメーターの検針の日の翌日から施行日以後最初に行われるメーターの検

針の日までの間（以下「施行日を含む使用期間」という。）の使用水量に係る水道料金は、次の各

号の額を合算して得た額とする。この場合において、当該各号の額に１円未満の端数が生じるとき

は、それぞれこれを切り捨てるものとする。 

(１) 施行日を含む使用期間の使用水量についてこの規程による改正前の明石市水道条例施行規程

第12条第１号及び第２号の規定により算定した額に、当該施行日を含む使用期間の日数に対する

施行日前の直近に行ったメーターの検針の日の翌日から施行日の前日までの日数の割合を乗じて

得た額 

(２) 施行日を含む使用期間の使用水量について附則第２項第１号及び第２号の規定により算定し

た額に、当該施行日を含む使用期間の日数に対する施行日から施行日以後最初に行われるメータ

ーの検針の日までの日数の割合を乗じて得た額 

６ 平成17年４月１日前の直近におけるメーターの検針の日の翌日から平成17年４月１日以後最初に

行われるメーターの検針の日までの間（以下「平成17年４月１日を含む使用期間」という。）の使

用水量に係る水道料金は、次の各号の額を合算して得た額とする。この場合において、当該各号の

額に１円未満の端数が生じるときは、それぞれこれを切り捨てるものとする。 

(１) 平成17年４月１日を含む使用期間の使用水量について附則第２項第１号及び第２号の規定に

より算定した額に、当該平成17年４月１日を含む使用期間の日数に対する平成17年４月１日前の

直近に行ったメーターの検針の日の翌日から平成17年３月31日までの日数の割合を乗じて得た額 

(２) 平成17年４月１日を含む使用期間の使用水量について改正後の規程第12条第１号及び第２号

の規定により算定した額に、当該平成17年４月１日を含む使用期間の日数に対する平成17年４月

１日から同日以後最初に行われるメーターの検針の日までの日数の割合を乗じて得た額 

７ 前２項の場合において、施行日を含む使用期間及び平成17年４月１日を含む使用期間の使用水量

は各日均等とみなす。 

附 則（平成18年３月24日水管規程第２号） 

この規程は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年９月29日水管規程第９号） 

この規程は、平成18年10月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日水管規程第10号） 

この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年11月25日水管規程第10号） 

この規程は、平成20年12月１日から施行する。 

附 則（平成22年４月１日水管規程第２号） 

この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年12月１日水管規程第８号） 

この規程は、平成24年１月５日から施行する。 

附 則（平成24年７月９日水管規程第８号） 

この規程は、平成24年７月９日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日水管規程第６号） 

この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年５月１日水管規程第11号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成25年10月１日から施行する。ただし、第10条の２及び様式第４号の２の改正は、

平成25年５月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の明石市水道条例施行規程第23条第１項の規定は、この規程の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の使用に係る減免の額について適用し、施行日前の使用に係る減免の

額については、なお従前の例による。 

３ 使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものに係る減免の額については、その算定基礎と

なる基本料金を、施行日前の使用日数に応じて日割りにより算定する。 



附 則（平成26年３月17日水管規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の明石市水道条例施行規程（以下「改正後の規程」という。）第12条及び

第23条第１項の規定は、この規程の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用に係る水道料

金及び減免の額について適用し、施行日前の使用に係る水道料金及び減免の額については、なお従

前の例による。 

３ 施行日前の直近におけるメーターの検針の日の翌日から施行日以後最初に行われるメーターの検

針の日までの間（以下「施行日を含む使用期間」という。）の使用であって、施行日以後最初に行

われるメーターの検針の日が平成26年４月30日までのものに係る水道料金及び減免の額については、

改正後の規程第12条及び第23条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 施行日を含む使用期間の使用であって、施行日以後最初に行われるメーターの検針の日が平成26

年５月１日以降のものに係る水道料金及び減免の額を算出するに当たっては、施行日を含む使用期

間の使用に係る水道料金を施行日を含む使用期間の月数で除し、これに施行日前の直近におけるメ

ーターの検針の日の翌日から平成26年４月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分

につき、改正後の規程第12条及び第23条第１項中「100分の108」とあるのは、「100分の105」と読

み替えて同項を適用する。 

５ 前項の月数は暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。 

附 則（平成28年９月26日水管規程第９号） 

この規程は、平成28年10月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月31日水管規程第１号） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月６日水管規程第９号） 

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第１条の２及び第１条の３の改正は、令和元年10月

１日から施行する。 

様式第１号（第２条関係） 



 
様式第２号（第３条関係） 



 
様式第３号（第５条関係） 



 
様式第４号（第６条関係） 



 
様式第４号の２（第６条、第15条関係） 



 
様式第５号（第７条関係） 



 
様式第６号（第８条関係） 



 
様式第６号の２（第８条関係） 



 
様式第７号（第９条関係） 



 
様式第８号（第10条関係） 



 
様式第９号（第10条関係） 



 


